
別表１（第６条関係）

項番 審査項目 審査基準

1 区内事業者
板橋区内に本店がある場合　　５点
板橋区内に支店がある場合　　３点
板橋区内に会社がない場合　　０点

2 業務実績

過去10年間で地方公共団体や企業・大学等において、３年以上継続してレ
ストラン運営を受注した業務実績の有無（同一店舗はカウントしない）
あり　　５点
なし　　０点

3 財務状況

自己資本比率50％以上　　５点
自己資本比率40％以上　　４点
自己資本比率30％以上　　３点
自己資本比率20％以上　　２点
自己資本比率10％以上　　１点
自己資本比率10％未満　　０点

評価点（1５点満点）

点

点

点

点

配点

　社

１　参加資格要件
　【「○」は満たしている　「×」は満たしていない】
　※１つでも「×」がある場合は、２次審査へは進めない

２　審査項目及び審査基準
　　【参加者が６者以上の場合のみ評価を行う】

※重要項目順位は項番１＞項番２＞項番３の順とする。
※評価点が同点の場合、重要項目順位の高い項目の点数が高い順に決定する。

１次審査表【書類審査】

レストラン運営業務を円滑に遂行できる安定かつ健全な人的資源及び財政状況を有して
おり、過去３年間に、区税、都税及び国税を滞納していない。

過去３年間に、食品衛生法等関連法令による行政処分等を受けていない。

営業に際して、許可、資格または免許を必要とするものについては、許可を取得し、資
格者または免許者を従事させることができる。

会社更生法（平成14年法律第154号）及び民事再生法（平成11年法律第225号）に基づ
き、更生手続きまたは再生手続き開始の申し立てがなされていない。（更生計画認可及
び再生計画認可の決定を受けている者を除く。）

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項（同令167条の11第１項に
おいて準用する場合を含む。）の規定に該当しない。

東京都板橋区競争入札参加有資格者指名停止要綱（平成17年３月31日区長決定）による
指名停止を受けていない。

運営事業者又はその役員等が以下の項目に該当しない。
① 暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。
② 暴力団員等を雇用している。
③ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。
④ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体若しくはその構成員である。

提出する全ての書類の記載事項に虚偽がない。


